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寄 稿

実験動物における眼検査

古 川 敏 紀
広島大学医学部附属動物実験施設

はじめに

我が国の獣医学分野における眼科学は第二次世界

大戦を境として大きく分かれた｡それ以前は軍馬を

主とした眼科学であったが､この時代には欧米各国

との間には大きな隔たりは無かった｡しかしながら

敗戦後､我が国では畜産を主とする獣医学に主点が

置かれることとなり､一方戦勝国としての諸外国で

はより豊かな生活に密着したイヌやネコを主とした

小動物の獣医学にも広がりを見せることとなった

1)｡その結果､敗戦後大きな用途を失った馬の獣医

学､言い換えれば馬の眼科学も徐々に衰退し､小動

物-の広がりを見せた諸外国の獣医眼科学との間に

は大きな遅れを生じる結果となり､現在でも我が国

の獣医大学では眼科学講座が全く存在しないという

状態が続いている｡

しかしながら近年､畜産の衰退とともに小動物を

主とする獣医学が台頭 し､さらに諸外国との整合性

の問題 も有 り､獣医眼科学の必要性が高まってき

た｡

一方､実験用動物の眼科学は敗戦後も医学部にお

けるヒト眼科学の研究分野で進展を見た為に､欧米

では獣医学分野とされる実験用動物の眼科学は我が

国ではヒト眼科学の方でむしろリードされる結果と

なったが､未だ獣医学分野とヒト医学分野での眼科

学の相互の繋がりは見られない｡

さて､実験用動物の分野では製薬企業がGLP｢医薬

品等の安全性試験の実施に関する基準｣(Good

LaboratoryPractice)の施行にともない､前臨床分

野での服機能解析が心機能解析とともに必要な事項

とされ急速に進展を見た｡

これらの背景をもとにこれまで15年近 く実験用動

物の眼検査は実施されてきたが､此処数年大きな変

化が起きてきた｡それは薬の国際化がこの分野にも

及び始めたことである｡ 薬の国際化とは我が国で開

発･研究されてきた薬物を海外で販売することを目

論む場合､再度の試験を海外で行うのではなく､そ

のままの形で他国-申請することである｡この場

合､海外､とくにアメリカでのそれを考えると

FI)A(U.S.FoodandDrugAdministration)の査察

に充分対応できる試験 ･検査を行っていることが要

求される｡

具体的には､先ほど紹介したように欧米では､獣

医学の中でこの分野が行なわれてきたために動物の

眼機能が正常であるか否かの判定は獣医が行うべき

であるとするのが欧米のとる態度である｡ これに対

して我が国の製薬企業ではこれまで､この検査を獣

医であるなしにかかわらず自社研究員に行わせ､結

果として判断に迷う部分についてはヒト医学分野の

研究者に判断を仰ぐという立場をとってきた｡その

ために獣医が判定していないような検査結果は認め

られないとする欧米と対立が見られるようになって

きた｡

背景には欧米の獣医における専門医制度の問題も

有り､我が国のように専門医制度を殆ど持っていな

い獣医学との間に大きな隔たりが出来てきている｡

しかしようやく我が国の獣医学分野でも専門医の必

要性が認識されるところとなり､昨年からこの調査

が始まっている2)｡

さて私どもは既に10年ほど前に､海外の獣医学分

野における眼科学が専門医制度を作り進展している

ことから､我が国においても将来この制度が必要と

なると判断し､1988年に眼科専門医制度を発足させ

た｡現在､ACVO(AmericanCollegeofVeterinary

Ophthalmologists)､ASVO(AmericanSocietyof

VeterinaryOphthalmology)､ECVO(Europian

CollegeofVeterinaryOphthalmologists)､

ESVO(Europian Society ofVeterinary

ophthalmology)とともに我が国のJCVCO(Japanese

CollegeofVeterinary andComparative

Ophthalmologists)､JSVO(JapaneseSocietyof

veterinaryOphthalmology)の六つの組織で

ISVO(InternationalSocietyofVeterinary

ophthalmology)を構成するに至り､もちろん相互に

相手国内で仕事が出来るわけではないが国際的にも

認知されるに到っている｡

検査の概観

次に具体的な眼検査であるが､これ自体はヒト眼

科で行なわれる検査との間で大きな隔たりが有るわ

けではない｡しかし対象がラットやイヌ等であるた



めにヒトと1)同様の方法で行えないものが有った

り､2)同様の判定が出来ないもの､さらには3)実

施しえないものも有る｡ここで獣医学分野の臨床眼

科学領域との大きな違いは主に治療を伴わないとい

うところに有る｡

具体的にヒトと同様の方法で行えない理由とし

て､種々の検査を行うに当り､保定を必要とするこ

とがある｡検査対象の動物が進んで眼機能の判定の

ための各種検査を受けてくれるわけではないし､ま

た言語を理解してくれるわけでもないので､殆どの

検査について保定が必要となる｡もちろん麻酔処置

を施せば幾つかの検査自体はよりスムースに簡便に

行えるのであるが､麻酔処置の結果が薬物に影響す

ることを恐れるので､出来るだけ無麻酔下での検査

が主体となる｡このために動物によっては保定され

ることを嫌がり､この影響が検査成旗に現れること

もある｡検者はこの影響を充分に理解したうえでの

検査判定を要求される｡またイヌ等の食肉日におい

ては眼底に夕べタム(Tapetl皿 1ucidtu)という光り

輝く組織を眼底に有しており､このためにヒト用に

作られた通常の眼検査器具では検査に困難を来す場

合も往々にしてみられる｡さらにラ､ソトのようにア

ルビノ (図1･a,b)であったり､眼球がヒトに比べ

て小さいことなどもヒトと同様の方法で検査ができ

ない理由としてあげられる｡

図1 a)アルビノラットの眼球

図1 b)先天性白内障のアルビノラット
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次にヒトと同様の判定が出来ないものとしては涙

の問題が有る｡ヒトでは涙は涙腺で作られ､主に開

眼することで角膜表面に行き渡るが､イヌ等では第

3眼険 (図2)というヒトでは見られない組織が存在

することから上下の限険以外の要素が判断に加わる

こととなる｡また視覚への依存度がヒトと異なるこ

とから来る問題も有る｡一般に用いられる実験用動

物では視覚への依存度はヒトに比べて低く､代りに

喚覚や聴覚が発達していることから､動物の眼検査

では他覚的検査に頼らざるを得ないため､ヒトと

同様の判断を下せないこともある｡

さらにヒトと同様の方法では実施しえないものと

しては眼圧の検査があげられる｡イヌであれば何と

かSrhiotz眼圧計のような古典的な方法での成境が

幾つか出されているが､ラットのような動物での眼

圧測定は角膜面が小さいことなどから測定は困難で

ある｡また視力についても他覚的な検査に頼らざる

を得ないことから難しいといえる｡

検査の手原

1)検査の前に

いきなり個々の動物の検査を始める前に検査担当

者との打ち合わせ､検疫や疾患の管理者､さらには

試験責任者との打ち合わせを充分に行うことが重要

である｡また動物を飼育管理している担当の方から

も検査対象とする動物についての色々な情報を得て

おくことで検査自体をスムーズに行える｡

このことは非常に重要でちょうどヒト医学におけ

る幼児につきそう母親や､臨床開業獣医における畜

主(動物の飼い主)と同様の存在である｡つまり毎日
の仕事の中で直接動物と接しておられる方からの情

報は決しておろそかにできないということである｡

これが充実しているところでは検査以前にどのよう

なところを注意すればいいのか､おおよその予想を

付けられる場合も有る｡とくに飼育担当者からの聴

き取りは最も重要祝していいと考えられる｡

図2 イヌに見られる第3眼吸
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2)外観検査

まず動物の全身､とくに頭部について観察する｡

動物の身体には触らずに動物が周囲の環境に対して

どのような反応を示すのか､光に対してどうなのか

といった観察を行う｡次に頭部の変形や腫れといっ

た変化が見られないか注意して観察する｡左右の眼

球の突出の違いなどは動物を保定してしまうとわか

らなくなる場合も有るので､この段階で見極めるこ

とが大切である｡実験動物の眼検査では何らかの変

イ′とが認められた場合､その変化が異常なのかどうか

という点と､その変化が薬物によって引き起こされ

たのかどうかという2点に全てを絞って判断を下さ

ねばならないので､個々の動物にみられる変化とと

もに集団全体に見られる変化にも注意する必要が有

る｡一般にビーグ)i,では一度に検査対象とする動物

群が全て血縁関係に有るということはないので､ビ

ーグルという犬種にみられる遺伝疾患に注意を払え

ば良いといえる｡しかしながらラットの場合はロッ

トによっては､同様の変化(たとえば角膜ジストロ

フィー)のような疾患がまとめてみられる場合も有

るので､試験対象の動物に見られる変化がロットに

及んでいるのかどうかという点にも注意が必要であ

る｡私自身には経験はないが､場合によって一群の

殆ど､七割前後の動物に何らかの変化が見られたと

いうことも有るので､試験対象動物の試験前検査が

必要であり､これの実施を行うかどうかで後々の災

いを避け得ることにもなる｡

また神経学的検査 (メナス反応など)も行って視

覚が有るのかどうかをみておく｡メナス反応という

のは動物に対して前方から急に捕まえるぞというよ

うな行動を行うと耳介を伏せるような反応のこと

で､これを行うことによって動物が見えているのか

どうかなどを判断する｡

3)脹険の検査

服険の検査は殆どヒトと同じであるが､先に述べ

たようにイヌ等では第3服除の存在に留意する｡自

然な状態で突出している場合も異常を示 している

が､逆に手指で強制的に突出を計っても突出しない

ような動物ではドライアイに陥ることも有るので､

図3 双眼倒像検眼鏡の使用図

この点に注意する｡またこれらの眼験や後で述べる

虹彩の検査を行うときに服険上から手指で眼球を押

して眼圧を指の感覚で測定し､異常の有無を確認す

るがこれには有る程度の慣れが必要である｡

4)角膜･結膜などの検査

在る意味ではこの部位の違いがヒトとそれ以外の

動物の最も大きな違いといえる｡ラットなどでは外

部から観察できる眼球の殆どを角膜が占めており､

結膜や強膜は殆ど観察できない｡また結膜は薄く､

暗室で眼球内に光を照射するとアルビノの動物では

眼内からの反射光で結膜を構成する組織が透過され

るほどである｡さらにイヌでは角膜はヒトよりも厚

く､そのためヒト眼科で用いられる通常の機器を用

いての眼圧測定は困難を強いられる｡

5)虹彩･水晶体など前眼部の検査

イヌでは前房がヒトに比べて深く､また散瞳剤や

縮瞳剤に対する反応もヒトのそれとはやや異なって

いるので､検査に当たってはそのことへの理解が必

要である｡また水晶体自身の厚さもヒトのそれより

大きく､眼内レンズもヒトで用いられるものよりも

屈折力の大きい40ないし41ジオブタ-が必要とされ

る｡

次に対光反射の様な光に対する反応や神経検査な

どを実施する｡対光反射ではヒトと異なり多くの動

物では左右の眼の位置がヒトのように前方を向いて

いるわけではなく､むしろ側方に位置しているので

この点に注意する｡たとえば光を一方の眼球に照射

した場合､当然のことでは有るが照射された眼球の

虹彩が縮瞳するとともに反対側の虹彩もやや遅れて

縮瞳する｡その反応を見る際､動物では左右の眼が

側方に離れて位置しているため左右同時の観察には

慣れが必要となる｡

6)眼底検査

動物専用の眼底観察用の器具が幾つか販売されて

いるが､記録性は別として観察用としては使いにく

い｡基本的には双眼倒像検眼鏡 (図3)とスリット

ランプを用いての検査が有用である｡当施設では据

置型の機器 (図4)も一部利用しているが携帯型の

機器が圧倒的に多く利用される｡

図4 据置型スリットランプ



7)病理検査

実験用動物の場合､試験終了後には眼球は摘出さ

れ､病理学的検索に回される｡ここでも動物の生前

の検査結果がただしく病理担当者に伝えられている

かどうかが問題となる｡また眼球の病理標本の作製

はヒト医学においても困難なものの一つとされるが

獣医眼科学においても美麗な病理標本の作製や研究

者が要求する部位の的確な標本作りの技術が必要で

ある｡しかしそう言った技術を持っていたとして

も､その病理担当者に生前の状態を詳細な写真や図

を用いての説明がなされていなかったために必要な

部位の病理学的検索が不十分となり､このために再

試験が必要となってしまい､薬物の開発に多大な日

時と費用を支払わなければならなくなった例も多

い0
8)総合判定

実験動物の眼検査では安全性試験や毒性試験の場

での事が多いために臨床の眼科学とは趣を異として

いる｡最終的には変化が見られた場合､その変化が

投与薬物によって引き起こされたものかどうかとい

う一点に絞られる｡このためには眼検査の担当者は

薬物の性質を始め､動物の種による特性､遺伝､検

査の成漬､病理標本に到るまでの広い範噂を正確に

把接し､これを表現できる能力が要求される｡

終わりに

冒頭に述べたように我が国では現在でも獣医学の

教育の中で眼科学は講座も存在しないような状況で

ある｡このために実験用動物の眼科学は指導者不足

のまま､手探りでの進歩しか見られない｡もちろん

その中には世界的に見ても全く遜色のない業績も幾

つか見られるものの､総体としては､むしろ海外で

の評価が高く国内での評価は殆どされていないもの

が多い｡
たとえば馬の眼科学領域では我が国では日本中央

競馬会が中心となって多大な業績を上げてきたが､

欧米諸国の獣医眼科学研究者の殆どが名前を知って

いるような方でも国内での知名度は低い｡しっかり

した業簾を上げても対応する大学の講座がないため

に研究費の獲得一つをとっても評価して貰えないと

いう状況である｡

さらに企業の中にあってもこれまでは部門やチー

ムとしては全く認められてこなかったために､基礎

の力が全 く育っていない｡ヒト医学の受け売りで

あったり､海外の臨床方面から細々と我が国に入っ

てくる情報に頼っての作業のために歪な形に育って

しまっているのが現状である｡企業間格差も大き

い｡或る企業では眼底検査と病理検査のみで殆ど眼

科の異常はないと豪語される方も居られる一方､入

荷 した動物に異常な所見を持ったものが多く､その

ため再発注してようやく試験を行えましたというよ
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うな､しっかりした事前検査を行いえているところ

まであるのが実情である｡さらには自社での検者育

成をあきらめ､海外の獣医眼科専門医に検査および

判定を委託しているところも有る｡

このように孜が国では必要性が存在しながらも､

教育機関がないことや指導者が不在であるためにま

すます海外からは取 り残されているのが実情であ

る｡

数年前に国内の或るメーカーが小動物用の眼内レ

ンズ (図5)を発売したが､これをきっかけとして

多くの臨床獣医がコンパニオン動物の白内障手術を

実施することとなった｡なかにはそれまでに基礎力

をつけ､海外と比べても遜色のない素晴らしい実績

を上げておられるところも在るが､一方､基礎力不

足のままに手術を実施し､そのため明らかな手術ミ

スを侵しても､そのこと自体が理解しえないような

ケースが有り､幾つかは畜主からの信頼を失ってい

るところさえある｡実験用動物の眼検査も内容とし

ては企業や臨床獣医と全 く同レベルであり格差は大

きい｡そこで私どもは教育の重要性を認識し､動物

の眼科学を研究する学会としての比較眼科学会で

は､教育研修のプログラムを実施することとなり､

現在その用意をしている｡海外でも同様の試みがな

されているが､これ自体も倣ったものである｡具体

的に参考となるものは先に紹介したACVO(American

CollegeofVeterinaryOphthalmologists)が隔年

に実施しているBasICScienceProgramである｡

1998年のプログラムでは約-ケ月の研修が行われて

いる｡この中では基礎の講義から始まり､病理を含

めて臨床に到るまでの基礎コースを多くの専門医が

講義するという形態をとっている｡受講する学生は

獣医学部を卒業した後､インターンを経てレジデン

トに在るものがほとんどで､専門医を目指す一環と

して受講 しているようである｡受講生の半分から

2/3はアメリカ人であるが､その他はヨーロッパ各

国を始め､南米などからの参加者も多く我が国から

も数人が参加しているO

図5 眼内レンズ
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現在比較眼科学会で計画 している教育プログラム

は海外の教育プログラムにはとても及ばないもの

の､少なくとも基礎の部分だけは実施したいとして

いる｡ 今後このような教育プログラムが実施され､

基礎力が増すことで海外との知識や技術格差も縮ま

り､将来我が国の獣医大学にも眼科学講座が出現す

ることを望みたい｡

参考文献

1)Magrane,W.G.(1971):CanineOphthalmology,
2ndEd.,Lea良Febiger.

2)竹内啓(1998):獣医師生涯教育体制調査報告

書､平成9年度欧米畜産営農環境政策調査研究

事業､ (社)中央畜産会




